
防
災
行
政
無
線
を
使
用
し
た
訓
練
を
実
施
し
ま
す

防
災
管
理
課　

☎
６
３
・
６
３
３
８

　

11
月
５
日
（
木
）
は
「
津
波
防
災
の
日
」
で
す
。
こ
の
日
に
合
わ
せ
、

市
で
は
「
香
川
県
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
」
と
い
う
防
災
訓
練
を
実
施

し
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　

11
月
５
日
（
木
）　

10
時
頃

　
　
　
　

防
災
行
政
無
線
に
よ
り
「
訓
練
用
の
緊
急
地
震
速
報
」
を
放
送
し
ま
す
。

　
　
　

◆
放
送
内
容
（
予
定
）

　
　
　
　

放
送
を
聞
い
た
ら
、
安
全
行
動
（
①
し
ゃ
が
む　
②
頭
を
守
る 

③
動
か
な

　
　
　
い
）
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

参
加
さ
れ
る
場
合
は
、
香
川
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.pref.kagaw

a.lg.jp/
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■
　
月
か
ら

国
民
年
金
保
険
料
「
５
年
の
後
納
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す

市
役
所
市
民
課　
　
　

☎
６
３
・
６
３
０
６

善
通
寺
年
金
事
務
所　

☎
６
２
・
１
６
６
０

　

過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金

額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
「
５
年
の
後
納
制
度
」
が
、
10
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
平
成
30
年
９
月
ま
で
の
３
年
間
利
用
で
き
ま
す
。
制
度
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、
市
役
所
市
民
課
ま
た
は
善
通
寺
年
金
事
務
所
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

＊
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
な
ど
は
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・
０
５
０

■
水
路
改
修
工
事
を
実
施
し
ま
す

中
国
四
国
農
政
局
香
川
用
水
土
器
川
沿
岸
農
業
水
利
事
業
所　
　

☎
５
９
・
７
３
７
０

農
林
課　

☎
６
３
・
６
３
１
６

　

農
業
用
水
を
安
定
的
に
供
給
し
、
維
持
管
理
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
老
朽
化
が
著

し
い
農
業
用
施
設
の
補
修
・
改
修
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

　

工
事
の
施
工
に
あ
た
り
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ま
方
に
は
大
変
ご
迷
惑
と
ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

・
金
蔵
寺
幹
線
水
路

　
　

善
通
寺
市
民
プ
ー
ル
西
側
～
善
通
寺
Ⅰ
Ｃ
周
辺

　

・
金
倉
川
左
岸
幹
線
水
路

　
　

国
道
３
１
９
号
線
歩
道
下

　
　
（
下
東
集
会
所
付
近
～
市
民
バ
ス
生
野
町
上
原
前
バ
ス
停
付
近
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10
月
上
旬
か
ら
平
成
28
年
３
月
下
旬

改
修
す
る
水
路

工
事
の
実
施
時
期（
予
定
）

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

市
民
課　

☎
６
３
・
６
３
０
６

申
請
に
よ
り『
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー
ド
』

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

マイナンバー　
　キャラクター
マイナちゃん

◆
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
（
電
子
証
明

　
書
）
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
電
子
証
明
書
の

格
納
（
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
本
人
確
認
情
報
を

入
力
す
る
こ
と
）
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
移
行
さ
れ
ま

す
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
す
で
に
格

納
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
利
用
は
格

納
日
か
ら
３
年
間
の
み
可
能
で
す
）。
制

度
開
始
直
後
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

が
集
中
す
る
た
め
、
お
渡
し
す
る
ま
で
に

時
間
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

不
安
な
方
は
、
12
月
16
日
ま
で
に
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
更
新
手

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆　
月
５
日
以
降
、
住
所
や
氏
名
の
変
更

　
が
あ
っ
た
方
へ

　

10
月
５
日
以
降
、
転
入
・
転
居
な
ど
の

住
所
変
更
や
、
戸
籍
の
届
出
に
よ
り
氏
名

の
変
更
が
あ
っ
た
方
は
、
記
載
内
容
の
修

正
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
市
民
課
窓
口
に

お
届
出
の
際
に
、
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

　

住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
方
に
送
付
さ

れ
る
通
知
カ
ー
ド
に
付
属
の
申
請
書
で
申

請
す
れ
ば
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
初
回
無
料
）

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
場
合
、

平
成
28
年
１
月
以
降
に
、「
個
人
番
号
カ

ー
ド
交
付
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
兼

照
会
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
そ
の
内
容

に
沿
っ
て
、
市
民
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。
本
人
確
認
後
、
カ
ー
ド
を
お
渡

し
し
ま
す
。

◆「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の
申
請
は

　
　

月　
日
ま
で

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
に
伴
い
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
発
行
は
、
12
月

28
日
（
12
月
16
日
申
請
期
限
）
で
終
了
と

な
り
ま
す
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
お
渡
し

は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
引
き
替
え

に
な
り
ま
す
。
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し

て
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
有
効
期
限
ま

で
利
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

（表面） （表面）（裏面） （裏面）
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12
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◆
通
知
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
違
い

・マイナンバーを提示する場合
・本人確認の際の公的な身分証明書として
・公的個人認証サービス（確定申告（e-Tax）など）
・マイナポータルの利用
　（平成29年１月以降開始予定）

通知カード 個人番号カード

取得
方法

様式

記載
事項

利用
方法

住民票を有する全ての方に転送不要の簡易書
留で世帯主あてで郵送

通知カードと併せて送付される申請書に顔写
真を貼付けの上、同封の返信用封筒を使用し
て申請

紙製のカード

氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー

マイナンバーを提示する場合

ＩＣカード

顔写真・氏名・住所・生年月日・性別・マイ
ナンバー・有効期限　など

３
回
繰
り
返
し

日
時

内
容

　９月下旬から調査票を調査員
がお届けします。調査票に記入
いただき、次のいずれかの方法
により提出してください。
・調査員に直接提出
・10月７日（水）までに郵送提
　出用封筒に入れて投かん
◆インターネットで回答いただ
　いた方へ
　調査へのご協力ありがとうご
ざいました。調査員がご自宅へ
お伺いすることはありません。
　10月１日時点で世帯員など回
答内容に変更のある方は、
　　10月20日（火）
までに修正をお願いします。
http://www.e-kokusei.go.jp/
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「
た
だ
今
か
ら
訓
練
放
送
を
行
い
ま
す
。」

♪ 

緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム
音 

「
緊
急
地
震
速
報　
大
地
震
で
す
。
大
地
震
で
す
。

　
こ
れ
は
訓
練
放
送
で
す
。」

「
こ
れ
で
訓
練
放
送
を
終
わ
り
ま
す
。」

国勢調査にご協力を

お願いします

国勢調査実施本部（総務課）
☎ 63−6302




